
地域密着型通所介護及び第 1 号通所事業重要事項説明書 

当施設は介護保険の指定を受けております。 

(茨城県指定 第０８７０１０２８１１号) 

 

当施設は、契約者に対して指定地域密着型通所介護及び第 1 号通所事業に関わる介護 

サービスを提供します。 

当施設の概要及び提供サービスの内容、契約上ご注意いただきたい事項を次の通り説明 

します。 

 

目     次 

 

１．施設運営法人・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １ 

２．事業所の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １ 

３．事業実施地域及び営業時間・・・・・・・・・・・・・・・ ２ 

４．職員の配置状況とサービスの概要・・・・・・・・・・・・ ２ 

５．当事業所が提供するサービスと利用料金・・・・・・・・・・３ 

６．苦情の受付について・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ６ 

７．事故発生時の対応・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ７ 

８．身体的拘束等の適正化の取組み・・・・・・・・・・・・・ ７ 

９．秘密の保持と個人情報の保護・・・・・・・・・・・・・・ ８ 

10．非常災害時の対応・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ８ 

 11．福祉サービス第三者評価実施状況・・・・・・・・・・・・ ９ 

 

社会福祉法人 徳泉会  デイサービス東野の家 

 

 

 
令和 4 年 10 月 1 日改定 



1 

 

デイサービス重要事項説明書 

１．施設運営法人 

(1) 法人名  社会福祉法人 徳泉会 

(2) 法人所在地 茨城県水戸市東野町２１５－１ 

(3) 電話番号 ０２９－２４７－１５５１ 

(4) 代表者氏名  理事長 鬼澤紘一 

(5) 法人設立年月日 平成１７年１０月１３日 

 

２．事業所の概要 

(1) 事業所の種類  

指定地域密着型通所介護事業所、日常生活支援総合事業・第 1 号通所事業所 

  平成 18 年 10 月 10 日指定 茨城県 第 0870102811 号 

(平成 29 年 4 月 1 日 日常生活支援総合事業・第 1 号通所介護事業開始) 

※当事業所は、特別養護老人ホーム東野の家に併設されています。 

(2) 事業所の目的 指定地域密着型通所介護及び第 1 号通所事業(日常生活支援総合事業)は、介護保

険法令に従い、契約者(利用者)がその有する能力に応じ、可能な限り自立した日常生活を営むことが

できるように支援することを目的として、契約者に日常生活を営むために必要な介護並びに健康保

持のための相談・助言等を行い、通所介護サービスを提供します。 

(3) 事業所の名称  デイサービス東野の家 

(4) 事業所の所在地 茨城県水戸市東野町２１５－１ 

(5) 電話番号等   ① 電 話 ０２９－２４７－１５５１ 

          ② ＦＡＸ ０２９－２９７－３３７０ 

 ③ Ｅ-mail tono1551＠car.ocn.ne.jp 

(6) 管理者氏名   施設長 荒川 恭子 

(7) 運営方針     

① 契約者の心身の状態を把握して、個々に応じた通所介護計画(地域密着型通所介護計画乃至第 1

号通所事業サービス計画)を作成し、その計画に沿って、自立した生活を目指すサービスを提供し

ます。 

② 契約者の意思や人格を尊重した対応を行い、常に契約者の立場に立ったサービスを提供します。 

③ 生活の質の向上を図るため、明るく家庭的な雰囲気の下、地域や家庭との結びつきを重視し、ゆ

とりのある楽しい時間を送っていただけるようなサービスを提供します。 

④ 常に契約者の疾病や心身の状況を把握し、適切な対応を行うための連携と伝達を密にとって健

康管理や衛生管理を行い、契約者の状態や嗜好に沿った食事を提供します。 

⑤ 契約者又はその家族に対し、通所介護計画や契約者の状態変化に対しての連絡を密にとります。 

⑥ 居宅サービス事業者、保健医療福祉サービス提供者等との連携を図り、より良いサービスが提供

できるように努めます。 

(8) 開設年月日   平成 19 年 3 月 1 日 

(9) 利用定員    一日当たり 18 名 
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３．事業実施地域及び営業時間 

(1) 通常の事業実施地域  水戸市とする。ただし、第 1 号通所事業の場合は茨城町を含む。 

(2) 営業日及び営業時間 

営業日 毎週月曜日～金曜日（1 月 1 日～３日は除く） 

受付時間 8 時 30 分～17 時 30 分 

サービス提供時間 

9 時 00 分～16 時 30 分の間 

①9 時 00 分～12 時 30 分 

②9 時 00 分～13 時 30 分 

③9 時 00 分～14 時 30 分 

④9 時 00 分～15 時 20 分 

⑤9 時 00 分～16 時 30 分 

⑥その他 

 

４．職員の配置状況とサービスの概要 

当事業所では、契約者に対して指定通所介護サービス乃至第 1 号通所事業サービスを提供する職員

として、次の職種の職員を配置しています。 

(1) 主な職員の配置状況 

   ※職員の配置については、指定基準を遵守しています。 

職種       区分     指定基準 配置職員数 

管理者 1 名 1 名（兼務） 

介護職員 2 名 2 名以上 

生活相談員 1 名 1 名 

看護職員 1 名  1 名(機能訓練指導兼務) 

機 能 訓 練 指 導 員 1 名 1 名 (看護職員兼務 ) 

(2) 主な職種の勤務体系 

職  種 勤 務 時 間 

介護職員 

8 時 30 分～ 17 時 30 分  看 護 職 員 （ 兼 機 能 訓 練 指 導 員 ） 

機能訓練指導員 

(3) サービスの概要 

① 食事 

当事業所では、管理栄養士の立てる献立表により、栄養並びに契約者の身体の状況及び嗜好を考

慮した食事を提供します。（食事時間） 昼食；12:00～13:00 

② 入浴 

一人用浴槽及び機械浴槽の中から、契約者の状況に応じた入浴をしていただき（状況・ご希望に

より清拭とすることもできます。） 

但し、契約者に疾病がある場合や伝染性疾患がある場合は、入浴を行わないことがあります。 

③ 排泄 

排泄の自立を促すため、契約者の身体能力を最大限活用した援助を行います。 
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④ 機能訓練 

機能訓練指導員により、契約者の心身等の状況に応じて、日常生活を送るのに必要な機能の回復

又はその減退を防止するための訓練を実施します。 

⑤ 健康管理 

看護職員が健康管理を行います。 

⑥ 送迎サービス 

契約者の希望により、ご自宅と事業所間の送迎サービスを行います。 

⑦ その他自立への支援 

・教養・趣味・娯楽などの活動をしていただく機会を作るように配慮します。 

・契約者及びご家族の介護等に関する相談や助言を行います。 

 

５．当事業所が提供するサービスと利用料金 

当事業所では、契約者に対して次のサービスを提供します。なお、当事業所が提供するサービスには、 

(1) 利用料金が介護保険から給付される場合と 

(2) 利用料金の全額を契約者に負担いただく場合 

があります。 

(1) 介護保険の給付の対象となるサービス 

次のサービス利用料と各種加算分については、利用料金の通常 9 割(一定以上の所得のある方は 8

割乃至 7 割)が介護保険から給付されます。※ 

※契約者(サービス利用者)負担割合は、次の基準により異なります。 

 ○a通常の負担割合は、サービス利用料と加算の合計分(介護保険給付対象分)の 1 割ですが、○b合計

所得金額が 160 万円以上(単身で年金収入のみの場合は年収 280 万円以上)の方は、介護保険給付

対象分の 2 割負担となります。但し、世帯の 65 歳以上の方の年金収入と、その他の合計所得金額

の合計が単身で 280 万円、2 人以上の世帯で 346 万円未満の場合は 1 割負担となります。○c 合計

所得金額が 220 万円以上(単身で年金収入のみの場合は 340 万円以上)の方は、3 割負担となりま

す。但し、世帯の 65 歳以上の方の年金収入とその他の収入の合計が単身で 340 万円、2 人以上の

世帯で 463 万円未満の場合は、2 割または 1 割負担となります。 

① サービス利用料金(1 日当り)次の料金表によって、契約者の要介護度に応じたサービス利用料金

から介護保険給付額を除いた金額(自己負担額)をお支払いください。但し、サービスの利用料金は、

契約者の要介護度に応じて異なります。 

なお、サービス利用料金の計算は 1 単位 10.45 円となります。 

・サービス提供時間＝9:00～12:30 の場合              (金額単位＝円) 

項目      介護度 要介護 1 要介護 2 要介護 3 要介護 4 要介護 5 

サービス利用料金 5,392 6,081 6,782 7,461 8,182 

介護保険給付額 

9 割の方 4,852 5,472 6,103 6,714 7,363 

8 割の方 4,313 4,864 5,425 5,968 6,545 

7 割の方 3,774 4,256 4,747 5,222 5,727 

自 己 負 担 額 

1 割の方 540 609 679 747 819 

2 割の方 1,079 1,217 1,357 1,493 1,637 

3 割の方 1,618 1,825 2,035 2,239 2,455 



4 

 

・サービス提供時間＝9:00～13:30 の場合           (金額単位＝円) 

項目      介護度 要介護 1 要介護 2 要介護 3 要介護 4 要介護 5 

サービス利用料金 5,611 6,343 7,085 7,795 8,537 

介護保険給付額 

9 割の方 5,049 5,708 6,376 7,015 7,683 

8 割の方 4,488 5,074 5,668 6,236 6,829 

7 割の方 3,927 4,440 4,959 5,456 5,975 

自 己 負 担 額 

1 割の方 562 635 709 780 854 

2 割の方 1,123 1,269 1,417 1,559 1,708 

3 割の方 1,684 1,903 2,126 2,339 2,562 

・サービス提供時間＝9:00～14:30 の場合           (金額単位＝円) 

項目      介護度 要介護 1 要介護 2 要介護 3 要介護 4 要介護 5 

サービス利用料金 8,109 9,436 10,794 12,122 13,470 

介護保険給付額 

9 割の方 7,298 8,492 9,714 10,909 12,123 

8 割の方 6,487 7,548 8,635 9,697 10,776 

7 割の方 5,676 6,605 7,555 8,485 9,429 

自 己 負 担 額 

1 割の方 811 944 1,080 1,213 1,347 

2 割の方 1,622 1,888 2,159 2,425 2,694 

3 割の方 2,433 2,831 3,239 3,637 4,041 

・サービス提供時間＝9:00～15:20 の場合           (金額単位=円) 

項目      介護度 要 介 護 1 要介護 2 要介護 3 要介護 4 要介護 5 

サービス利用料金 8,349 9,718 11,129 12,508 13,919 

介護保険給付額 

9 割の方 7,514 8,746 10,016 11,257 12,527 

8 割の方 6,679 7,774 8,903 10,006 11,135 

7 割の方 5,844 6,802 7,790 8,755 9,743 

自 己 負 担 額 

1 割の方 835 972 1,113 1,251 1,392 

2 割の方 1,670 1,944 2,226 2,502 2,784 

3 割の方 2,505 2,916 3,339 3,753 4,176 

・サービス提供時間＝9:00～16:30 の場合           (金額単位=円) 

項目      介護度 要介護 1 要介護 2 要介護 3 要介護 4 要介護 5 

サービス利用料金 9,185 10,721 12,320 13,919 15,486 

介護保険給付

額 

9 割の方 8,266 9,648 11,088 12,527 13,937 

8 割の方 7,348 8,576 9,856 11,135 12,388 

7 割の方 6,429 7,504 8,624 9,743 10,840 

自己負担額 

1 割の方 919 1,073 1,232 1,392 1,549 

2 割の方 1,837 2,145 2,464 2,784 3,098 

3 割の方 2,756 3,217 3,696 4,176 4,646 
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・第 1 号通所事業サービス料金                      (金額単位=円) 

項目                 要支援区分 事業対象者・要支援 1 事業対象者・要支援 2 

サービス利用料金 19,896 40,755 

1 割負担の方 
うち介護保険給付額 17,906 36,679 

うち自己負担額 1,990 4,076 

2 割負担の方 
うち介護保険給付額 15,916 32,604 

うち自己負担額 3,980 8,151 

3 割負担の方 
うち介護保険給付額 13,927 28,528 

うち自己負担額 5,969 12,227 

② 加算 

ア．入浴加算(要介護の方)・・・１回当り 40 単位 

イ．サービス提供体制強化加算Ⅰ・・・１日当り 22 単位※ 

 ※要支援の方は、次の区分で１月当りの計算となります。 

・要支援 1＝22 単位×4 日＝88 単位 ・要支援 2＝22 単位×8 日＝176 単位 

ウ．介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 

利用料金と各種加算を加えた 1 月の総単位数に 5.9％を乗じて計算します(区分支給限度基準

額の算定対象から除外されます) 

   エ．介護職員特定処遇改善加算(Ⅰ) 

利用料金と各種加算を加えた 1 月の総単位数に 1.2％を乗じて計算します(区分支給限度基準

額の算定対象から除外されます) 

      オ．介護職員等ベースアップ等支援加算 

     利用料金と各種加算を加えた 1 月の総単位数に 1.1％を乗じて計算します(区分支給限度基準

額の算定対象から除外されます) 

   カ．科学的介護推進体制加算 

     介護サービスの質の評価と科学的介護の取組みを推進し、介護サービスの質の向上を図る観

点から基本報酬に１月当り 40 単位が上乗せされます。 

③ その他 

・ご家族が送迎された時は、片道 47 単位が減算となります。 

 

(2) 介護保険の給付対象とならないサービス 

  次のサービスは、利用料金の全額が契約者の負担となります。 

① 食事の提供（食材費）・・・１日当たり 620 円 

  ・契約者に提供する昼食及びおやつの材料にかかる費用です。 

② 行事・クラブ活動費・・・実費 

・契約者のご希望等により、行事やクラブ活動に参加頂く場合、参加費や材料代等の実費を頂き

ます。 

③ 複写物の交付・・・１枚につき 20 円 

・契約者は、サービス提供についての記録を何時でも閲覧できますが、複写物を必要とする場合

には１枚につき 20 円ご負担いただきます。 

④ 日常生活上必要となる諸費用・・実費 
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・日常生活品の購入代金等、契約者の日常生活に要する費用で、契約者負担が適当である物にか

かる費用を負担いただきます。 

(3) 利用の中止、変更、追加 

通所介護サービス利用予定日の前に、契約者のご都合で利用を中止または変更若しくは新たに追

加することができます。 

この場合には、担当の介護支援専門員とご協議のうえ当事業所にお申し出ください。 

なお、サービス利用の変更、追加に際し、事業所の稼働状況によりご希望の日程に沿えない場合は、

他の利用可能日時を提示して協議させて頂きます。 

また、利用予定日の前日までに利用中止の申出がなく、当日になっての中止申出された場合は、取

消料として次の料金をお支払い頂く場合があります。但し、契約者の体調不良等正当な事由がある場

合はこの限りではありません。 

前日までに申し出があった場合 無料 

当日の朝 8時 30分までに申し出があった場合 620 円／回(食事･おやつ代) 

(4) 緊急時の対応について 

来所中に具合が悪くなる場合があります。かかりつけの病院に連絡のうえ、その後の対応はご家族に

てお願いします。 

 

６．苦情の受付について 

(1) 当事業所における苦情の受付 

当事業所における苦情やご相談は、次の専用窓口で受け付けます。 

① 苦情受付窓口（担当者） 介護長 佐藤 栄作、生活相談員 皆塚 久美子 

② 苦情受付第三者委員   檜山 信久、杉山 長司 

③ 受付時間        毎週月曜日～金曜日、9:00～17:30 

④ 苦情受付ボックスの設置 「ご意見箱」を玄関口及びエレベータ前に設置しておりますのでご活

用ください。 

(2) 行政機関その他苦情受付 

機 関 名 連 絡 先 

水戸市 

介護保険課 

所在地   〒310－8610 

      水戸市中央 1 丁目 4－1 

電話番号  029－297－1018 

受付時間  8:30～17:15 

茨城県国民健康保険団体連合会 

介護保険苦情相談室 

所在地   〒309－0852 

      水戸市笠原町 978-26 

電話番号  029－301－1565 

受付時間  8:30～17:00 

茨城県社会福祉協議会 

所在地   〒310－8586 

      水戸市千波町 1918 

電話番号  029－305－7193 

受付時間  9:00～17:00 
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７．事故発生時の対応 

(1) 事故の分類 

事故の分類は、①外傷、②呼吸停止、③出血、④毒物誤飲、⑤その他 とします。 

(2) 事故発生時の対応 

① 事故が発生した場合は、速やかに管理者(施設長)へ連絡するとともに、応急措置を行います。 

② 管理者は、その事故の状況及び症状に応じ、主治医ないし嘱託医へ連絡して指示を仰ぐとともに

ご家族への連絡を行う。 

③ 管理者は、主治医ないし嘱託医の指示により、必要に応じて救急車の出動要請、病院への搬送な

どの措置を講じます。 

④ 管理者は、事故の内容が大規模に亘るときは、関係職員に連絡を行い対策します。 

(3) 報告及び記録 

① 職員は、応急措置の結果を速やかに管理者へ連絡します。 

② 職員は、事故発生時の状況並びに経過を記録します。 

③ 管理者は、事故の内容により、事故の経過をご家族に報告し、事故に関する説明を求められた場

合には、事故の記録等の書類を提示し説明します。 

(4) 再発防止への取組み 

管理者は、事故の処理が終了したときは、速やかに事故の発生原因、その後の対応等について協議

し、事故の再発防止に努めることにします。 

(5) 関係機関及び報道機関への報告乃至連絡 

① 管理者は、事故の内容によって必要と認めるときは、関係機関に報告します。 

② 報道機関の対応は管理者の指示のもとに行い、施設利用者の不安を助長したり、プライバシーを

侵害する恐れのある施設内撮影等を行わないよう報道機関に要請します。 

(6) その他の事故の対策 

食中毒事故、無断外出、災害事故等については、東野の家消防計画及び東野の家災害対策マニュア

ル、緊急対応マニュアルに沿って対処します。 

 

８．身体的拘束等の適正化の取組み 

当事業所は、デイサービスの提供にあたっては、自傷他害の恐れがある場合等、契約者ご本人又は他

のご利用者等の生命または身体を保護するため緊急止むを得ない場合を除き、原則として身体拘束そ

の他の契約者の行動を制限する行為を行いません。 

緊急止むを得ず身体的拘束等を行う場合、①切迫性(直ちに身体拘束を行わなければ、契約者ご本人

又は他のご利用者等の生命・身体に対して危険が及ぶことが考えられる場合) ②非代替性(身体拘束以

外に、契約者ご本人又は他のご利用者等の生命・身体に対して危険が及ぶことを防止することができな

い場合) ③一時性(身体拘束その他の行動制限は一時的なものであることが必要です。契約者ご本人又

は他のご利用者の生命・身体に対して危険が及ばなくなった場合は、直ちに身体拘束を解除します)の

要件を満たしていることをカンファレンスにて確認の後、契約者ご本人及びご家族等に説明し、同意を

得たうえで対処し、その実施状況や時間等について経過観察記録を作成し保管します。また、当事業所

は、身体的拘束等をなくしていくための取組みを積極的に行います。 
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９．秘密の保持と個人情報の保護 

 当事業所は、契約者の個人情報について、「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定し

た「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱のためのガイドライン」を遵守し、且つ当事

業所の内部規程「個人情報保護規程」の定めに従い、次により適切に取り扱います。 

(1) 当事業所は、契約者から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等において、契約者

の個人情報を用いません。また、契約者のご家族等の個人情報についても、予め同意を得ない限り、

サービス担当者会議等で契約者のご家族等の個人情報を用いません。 

(2) 当事業所は、契約者又はそのご家族等に関する個人情報が含まれる記録物(紙によるもののほか電

磁的記録を含む)については、善良な管理者の注意義務をもって管理し、又は処分の際にも第三者へ

の遺漏を防止するものとします。 

(3) 当事業所が管理する情報について、契約者の求めに応じてその内容を開示することとし、開示の

結果、情報の訂正、追加または削除を求められた場合は、遅滞なく調査を行い、利用目的の達成に必

要な範囲内で訂正等を行うものとします。(開示に際して複写料等が必要な場合はご契約者のご負担

となります。) 

 

10．非常災害時の対応 

非常時の対応 
別途定める「東野の家消防計画」及び「東野の家災害対策マニュアル」により

対処します。 

避難訓練及び防

災訓練 (東野の

家全体) 

事業所ご利用者にも参加願い、年 2 回以上の総合訓練(避難訓練)のほか、水戸

市主催の「一斉訓練」への参加、防災機器類の操作訓練など、いざという時に

備え対処しております。 

設備名称 数量 設備名称 数量 

 熱探知機 262 個  粉末消火器 33 本 

 煙探知機 34 個  避難誘導等 53 台 

スピーカー 183 個 避難滑り台 2 台 

スプリンクラーヘッド 717 個  非常階段 3 か所 

加圧送水装置ポンプ及び電動機  1 組  補助散水栓 5 基 

 原動機 1 台   

カーテンやカーペット等は防炎製品を使用しております 

消防計画等 

・水戸消防署への届出＝平成 18 年 9 月 25 日(直近変更届出日＝令和 4 年 11

月 30 日)  

・防火管理者＝木内康二 

11．福祉サービス第三者評価実施状況 

項   目 内   容 

(1) 実施の有無   有 ・ 無 

(2) 実施年月日(直近実施日)   平成  年  月  日 

(3) 実施した評価機関  

(4) 評価結果の開示状況  

以上 
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令和   年   月   日 

 指定地域密着型通所介護乃至第 1 号通所事業(日常生活支援総合事業)サービスの提供の開始

に際し、本書に基づき重要事項の説明を行いました。 

   デイサービス東野の家 

（説明者）   

 職 名         氏 名                 印 

 

   私等は、本書面に基づいて、事業者から重要事項の説明を受け、指定地域密着型通所介護乃至

第 1 号通所事業(日常生活支援総合事業)サービスの提供開始に同意しました。 

 

契約者(利用者) 

    ご住所                               

 

ご氏名                             印 

 

立会者 

ご住所                               

 

ご氏名                             印 

 

  契約者が署名できないため、本人の意思を確認のうえ私が署名を代行します。 

 

署名代行者 

 ご住所                                

 

 ご氏名               ご契約者との関係(        ) 


